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フランスにおけるデパルトマンの成立過程＊

一
プロヴァソスが如何に近代の地方区画の中に

　　くみこまれたかの問題一

山 田 正　　浩

1．はじめに
　筆者は前稿において，フランスにおける伝統

的な地域単位であるプロヴァンス（la　province

），及びペイ（le　pays）について，その内容

の概略を説明し，これが20世紀初頭のフランス

近代地理学の擾頭に一とくにその地域概念の

形成に一豊かな素材を提供したことにも言及

したP。ところで，プロヴァンス，ペイはとも

にいわゆるancien　r6gimeにおける実在なの

であり，革命後の近代社会において，はたして

いかなる意味をもちえたのかという疑問が一方

ではなお生じる。革命とその直後の大変革の波

の中にすっぽりと埋没し，瓦解したのではなか

ったのか。

　このような疑問に見とおしをうる一つの手段

として，フランス革命後の地方組織の改変の過

程を今少したどってみたいと思うのである。こ

の改変の過程の中からプロヴァンス，ペイの近

代へと連続する側面が明らかにされるかも知れ

ない。ひいてはプロヴァンスとペイの近代にお

ける意義をつかむいとぐちとなるかも知れない

のである。これが20世紀初頭，フランスの地理

学者がプロヴァンスやペイの中に，実在として

のミ地域ミを認識しえた一つの理由ともなるの

であろう。ただ，本稿ではプロヴァンスがデパ

ルトマン（le　d6partement，日本の地方制度で

は県に相当する）に改変される過程をもっぱら

対象とした。ペイについてはほとんどふれるこ

とがなかったのは，もっぱら資料面での制約に

よるものである。

　フランス革命下の改革はきわめて急速に進め

られた。今，問題にしようとしている地方組織

についても1879年の革命議会　（PAssembl6e

Constituante）で一気にその大綱が決せられた

という。ブリュンヌ（Brunhnes，　J．）は，「ま

さに1日で行政区域すべてが変革されたのは世

界でもフランスただ1国であろう。」とのべて

いる2》が，イギリス，ドイツのように近代社会

へと移行する過程で新らしい地方制度にみあう

国内の再区分一行政区域の画定一にほとん

ど革新の手を加えなかった近隣の国にくらべれ

ば，その特異性に注意が引かれるのであろう。

中央の強権のもとで作りあげられたという性格

が強いといわれる日本の府県制度をみても，廃

藩置県後，その大略が決定されるまでに5年，

最終的に確立するまでに15年以上をついやして

いる8》のにくらべると，ブリュンヌの言もあな

がち不適当であるとはいえないのである。

　しかし，このフランスにおける地方組織を評

価する場合，ミ革新ミすなわちancien　r6gime

との断絶という側面に注意をむけすぎていない

域であろうか。また，我々が当面問題とするミ

区域ミの立過程をみるとき，これをミ制度，組織

上の変革ミと混同していないのであろうか。実

際，デパルトマン区画の画定作業の経過をたど

ると，　ミプロヴァンスミが随所に顔を出してく

る。ミ旧制度を否定し，それを一変させる目的

で行なわれたこの作業が，実は旧秩序に依存し

つつ進められたミ4）経過を一度たどってみよう

と思うのである。そこからプロヴァンスが新制

度のもとで否定された側面だけでなく，継承さ

れた側面も明らかになると考える。

＊　昭和45年9月16日受理
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2．デパルトマンの区画画定の経過

　フランスにおけるデパルトマンを含めた行政

区画の成立過程については，末尾至行がその大

略を紹介している5）ほかには，歴史地理学の文

献の中にも多くはみつけられない。既知のこと

も多く重複のきらいがあるが，筆者自身の整理

の意味もかねて，ブリュンヌとミロ　（Mirot，

A．）によりつつ事実経過だけをまずまとめてみ

るω。

　1789年9月，革命議会は，ancien　r6gime下

につくられた制度の一掃，および，すべての国内

行政を単一の組織のもとでとりしきること7）。

この二つを目的として新らしい行政区画の画定

作業に入った。約3ケ月後の同年12月末には早

くもその大綱ができあがり，デパルトマンの数

はパリ，コルシカを含めて77～83とすること8）。

プロヴァンスの境界を正確に決定し，それぞれ

のプロヴァンスにいくつのデパルトマンを作る

かを決めること，などの決定がなされた。ここ

にいうプロヴァンスというのは，必ずしも厳密

な意味でのプロヴァンスに限られていたのでも

なく，ペイや，コルシカ島のように自然的単位

も同列のものとして含まれていた。また必ずし

も個々のプロヴァンスの境界を決めるのでな

く，これらの大小いくつかの区域を適宜あわせ

て国内をいくつかのブロックに区画する目的の

ものであったらしい。このプロヴァンスの区画

画定作業はまず地中海々岸部からはじまり，海

岸部を南から北へ，次いで内陸部へという順序

で進められた。1789年から翌90年にかけて行な

われたのである。

　1790年4月，83のデパルトマンの区画，およ

び，県議会の設置場所が正式に決定された。約

半年間の作業でまったく新らしい区画を作り上

げたのである。ブリュンスがミ1日にして作ら

れたミと比喩したのもあながち誇張とはいえな

いほどのスピードであった。

　ただ，県議会所在地9）については半数近くの

デパルトマンで容易に決定をみなかったとい

う。これは県議会が順次移動することで解決さ

第19号　昭和45年

れた。実際にはこの便宜的な処置は1年も続か

なかったが，Ariege，　Canta1，　Gard，　Jura，

Haute－Sa6neの5県では1794年までこの状態

が続いた。また，デパルトマンの下位単位とし

てディストリクト（District）10）が置かれたが，

いずれのディストリクトの首邑でもない都市を

えらんで県議会が持たれた例もあった。（d6P．

des　Hautes－Alpes－Chorges，　d6p．　de　Corse

－Orezza，　d6p　de　la　Dr6me－Chabenil，

d6p．　de　1’Isere－Moirans）

　ここに挙げられたデパルトマンをみるとアル

プス山地や中央高地の山間部に位置するものが

多く，グルノーブルが含まれるイゼール県を除

いて，デパルトマン内を統轄する有力な中心地

を欠いていたと解される。県庁所在地をめぐる

紛糾は日本においてもしばしばみられたこと

で，共通した現象という点では興味をひくこと

である。一刻も早く新秩序を作り上げるという

要請のためにこのような問題に対しては適宜便

法によって処理していった事情がうかがわれ

る。

　デパルトマンの名称についても，革命議会に

おける議論の最初の段階ではプロヴァンスの名

を用いる案が提案されている。一つのデパルト

マンが1プロヴァンスに相当する場合一一d6P．

de　l’Or6anais　（Loiret）d6p．　de　Rouergue

（Aveyron）一のほか，もとのプロヴァンス

が数県に分割された場合は区別するための付属

話をつける一d6P．　de　Ia　Champagne　sep－

tentrionale　（Ardennes），　Champagne　m6－

ridionale（Haut－Marne），　d6p．　de　l’Haute－

Auvergne（Cantal）など。県都がもとのプロ

ヴァンスの首邑である場合，そのままプロヴァ

ンスの名を採用してもよいなど。

　また，県都の名やプロヴァンス以外の古い地

名を用いる案もだされた。d6P．　d’Amont

（Haute－Sa6ne），　d6p．　du　Milieu（Doubs），

d6p．　d’Ava1（Jura）などの案はともに中世の

裁判所管轄区（le　bailliage）の名を県名に採

用しようとした例である。県都名をとる案は，
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先述のように数多くあらわれた県議会所在地が

確定しないデパルトマンの場合には不適当な案

であった。初め，フランス南部のラングドック

地方では県都の名を採用しようとした例が多か

ったということである。

　自然地物の名を利用する案，最終的には原則

としてほとんどこの案が採用されたのである

が，これが議論として提案されたのは1790年に

なってからのことで，実はもっとも遅くあらわ

れた案であった。後になって1860年，フランス

領に編入されたアルプス西麓のサヴォア地方で

2例の例外（d6ひde　Haut－Sα〃o‘e，　d6P．　de

Sα〃o‘θ）があらわれたが，1790年当時は結局す

べてこの方式に統一されたのである。自然地物

といつても河川名を採るものが多く，全体の70

％がこれに相当する。県域内の河川名を忠実に

表現すべく2つ以上の河川名を並記した例一
d6p．　de　l’Aisne　et　Oise（d6p．　de　l’Aisne），

d6p．　de　la　Rh6ne　et　Sa6ne（d6p．　de　1’Ain），

d6p，　de　l’Indre　et　Creuse　（d6p．　de　rIndre）

一
が非常に多く，煩雑であったためこれを多

少簡略化して現在の県名ができあがったのであ

る。デパルトマンの名称に歴史的名称を採ら

ず，自然地物を利用したことについては，旧来

の制度，因習との紐をたちきるためであった，

という説明が一般になされている。

　1790年4月の国王公書によってデパルトマン

の区域，名称，県都が決定されるまでには，我

々がその討議期間の短かさから受ける印象より

は，はるかに多くの曲折をへていることを知る

のである。また，県名の決定経過に端的に示さ

れているように，各々のデパルトマンの任意に

委ねられる事項は少なかったようで，すべて中

央の議会で原則が定められ，この原則に極力合

致する方向で具体化の努力がなされたのであ
る。

　1790年以降現在までのデパルトマンおよび県

都の変更を列挙しておく。

　コルシカ島には当初1デパルトマンが置かれ

たが（d6P．　de　Corse），1793年，2つのデパ

ルトマンに分割された，（d6P．　de　Gallo．　d6P

de　Liamone）。しかし，1811年には再度合併

され，旧に復している。同じく1793年，リヨン

周辺とその西部ロアール河谷までを含むローヌ

県（d6B　de　Rh6ne　et　Loire）が2つに分割

された（d6P．　de　Rh6ne，　d6P．　de　la　Loire）。

ロアール県の県都は最初Eeursに予定されて

いたが，Montbrisonに変更された。さらに同

年，アヴィニョンともとのヴネサン公爵領

（comt6　Venaissin）の区域にヴォークルーズ

県（d6P．　d6　Vaucluse）が置かれている。

　1808年，フランス南部，ガロンヌ川中流域の

4つの県，Lot　et　Garonne，　Aveyron，　Gers，

Haute－Garonneからそれぞれ一部を分離し，

d6P．　du　Tarn　et　Garonneを置いた（県部

Montauban）。

　少し時代が下って1860年，対イタリア戦争の

勝利の結果，アルプス山脈にそうサヴォア地方

とニース地方が併合され，それぞれに県が置か

れた（d6P．　du　Montblanc，　d6μdes　Alpes－

maritimes）。モンブラン県は年，　2つに分割

され現在に至っている（d6p　de　Savoie，　d6P．

de　Haut－Savoie）。

　フランス領の中でもっとも領有が新らしいの

がBelfort地区である。ここがフランスに編入

されたのは1919年のことで，法的には県の資格

は与えられていない。結局，現在のフランスに

は，ベルフォール地区を含めて90の県が存在す
る。

　県都の移動はごく初期の短期間での移動を除

くと，次の7例がある。

　1794年，d6P．　du　Cantal　Saint－Flour→Au－

rillac　1800年，　d6p　des　Bouches－du－Rh6ne

Aix→Marseille　1801年，　d6P．　de　la　Manche

Castres→Albi　1802年，　d6P．　du　Nord

Douai→Lille　1810年，　d6P．　de　la　Charente－

Inf6ri－eure　Saintes→La　Rochelle

　1811年，d6p　de　la　Vend6e　Fontenay→La

ROche－sur－Yon

　以上のように，サヴォア地方のように後にな

ってフランス領に編入されたものを除けば，18



80 金沢大学教育学部紀要 第19号　昭和45年

08年のd6P．　du　Tarn　et　Garonneの成立を

最後に，デパルトマンの区域はすべて確定し

た。その後ドイツとの戦役によって帰属の変更

があったアルサス，ロレーヌ両地方を除けば，

現在に至るまで変化はない。ミロは，デパルト

マンの成立過程を評して，　「幾分専制的な点は

あったが，でき上った結果は歴史的な区画を考

慮し，経済的，地理的な要請をよくうけ入れて

いる」とのべている1D。

　なお，制度，組織上の性格あるいはその変

化については，ナポレオンの統治時代，1800年

の改正で，大幅に中央の監督権が強化されたこ

とを付記するにとどめる12）。

3．デパルトマンの区画・面積，県都の

　　位置についての問題

　そこで，まずデパルトマンの区画，県都の位

置について問題となる点をいくつかひろいだし

てみたい。ここからは，プロヴァンスに改変の

手が加えられた点もいくつか指摘できる。

　次に示した2枚の図を比較してみたい。左が

プロヴァンス，右が1790年のデパルトマンの境

域をそれぞれ示している。プロヴァンスが一見

して大小さまざまな規模のものにわかれるのに

対して，デパルトマンの区画は，パリが含まれ

るd6p　de　la　Seineのような例外的なものを

除けば，著るしく面積が均一化されているのが

N

覆

　　　100　　200んπ

1Flandre
2Artois
3Picardie
4Normandie
511e●de．France

6Champagne
7］Lorraille

8Alsace
gBretagne
10Maine
110r16anais
12Anjou
13Poitou
14Touraine
15Berri
16Nivernais
17Bourgogne
18Franche・Comt6
19Bourbonnais
20Marche
21Aunis
22Saintonge
23Angoumois
24Limollsin
25Auvergne
26］Lyonnais
27Dophin6
28Gie皿e

麟竃麗）
29］Languedoc
30Provence
31B6arn
32Comt6　de　Foix
33Roussillon

図1　プロヴァンス区画図
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N

40●へ

34慧⊃35

県都
県都の移動

2
・

7

3
メ

ユ3『ノ

図2　デパルトマン区画図（サヴォア，ニースの編入前）

　　　（本文にでるデパルトマンはその位置をここに一括して示した）

対照的である。プロヴァンスの規模の大小がそ

れぞれの発生起源の相違一古代のプロヴィンキ

ア起源のもの，中世の伯爵領起源のもの等々一

に由来することは前稿でのべたが，デパルトマ

ンの区画図だけからかってのプロヴァンスの領

域をおしはかることはもはや困難なことに思え

る。また，個々のデパルトマンの区域について，

それぞれの区画の中心点から境界までの到達距

離が等しくなるように工夫されたあとも歴然と

している18）。わずかに北部のd6P．　du　Nordや

d6P・de　la　Meurthe，南部のd6P．　de　la

Haute－Garonneなど例外的に細長い境域を

もつ例であろう。このことがまた一層デパルト

マンの区域が均一化さ

れているという印象を

強めている。そこで，

現在の90県の面積の概

要を手もとの資料で調

べてみよう。90県の平

均面積は6，128km2，最

大面積をもつのはガロ

ンヌ川河口部，ボルド

1d6p．　de　PAisne

2　〃　des　Hautes－
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4　〃　de　l，Ariさge

5　〃　de　1，Aveyron

6　〃　des　Bouches－

　　　　　du－Rh6ne
7　〃　du　Canta1
8

0
’
0
1
2
q
U
△
百

　
i
1
1
占
噌
⊥
－
占
－
↓

5
6
7
8
9
0
1

1
占
呼
－
司
⊥
－
凸
弓
⊥
9
一
り
臼

2
q
U

2
9
●

4
5

9
●
9
一

26
27

田
29

0
1
占
9
一

q
V
q
O
q
V
33

4
5

q
U
O
δ

6
7
・

Q
U
Q
O38　〃
39　〃

40’〃

41　〃

〃　de　la　Charente

　　　・Inf6rieure
〃　de　Corse

〃　du　Doubs
〃　de　la　Drδme
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　　　　Garonne
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〃　　de　PIsさre

〃　du　Jura
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　　Haute・Loire
〃　du　Loiret
〃　　du　Lot－et■

　　　　Garonne
〃　de　la　Manche
〃　de　la　Haute－

　　　　　Mame
〃　de　la　Meurthe

〃　du　Nord
〃　　de　POrne
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　　　　　Calais
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　du　Var
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　　　　Vienne

一を県都とするd6P．　de　la　Girondeで10，726

㎞2，第2位がその南に位置するd6P．　des　Lan－

desで9，364㎞2，一方，面積が3，000㎞2台の小

規模なデパルトマンとしては，アルサス地方の
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表1．フランス・日本の面積規模別県（デパルトマン）数

フランス

日　本

一

鋼3，。鵠4，。鵠5，。鵠6，。鵠7，。鵠8，。鵠9，。眠

3

5

3

3

7

10

28

4

26

6

11

11

7

7

3

3

不剛平⇒県繍
2
　km2
6，128

　km2
6，470

90

44

Haut－Rhin，　ローヌ河谷にそった　Rh6ne，

Vaucluse，ガロンヌ川中流のTarne－et－

Garonneの4つのデパルトマンがある　（セー

ヌ県，ベルフォール区は除外した）。ただこの

4つの中で，　はじめのd6P．　du　Haut－Rhin

を除く3デパルトマンは1790年以降，遅れて分

離独立したものであるから，デパルトマン成立

当初においては，面積3，000㎞2台のものはd6P．

du　Haut－Rhinただ1つであったことになる。

平均値6，128㎞2の前後，かりに5，000～7，000

㎞2の面積をもつデパルトマンをかぞえてみる

と，過半数の実に52県に達するのである。ちな

みに日本の府県について同様の数字をあげてみ

ると（北海道を除く），平均値は6，470㎞2とフ

ランスのそれにきわめて近い。最大は岩手県の

15，274㎞2，福島県と長野県がともに13，0002台

でこれに次ぐ。もっとも規模の小さい府県は大

阪府，香川県でともに1，800㎞2台である。しか

し，同様に平均値6，470k皿2の前後，5，500㎞2～

7，500㎞2に含まれる府県数をかぞえるとわずか

に12で，全体の3割に満たないのである。

　こうして，今，面積を指標にとるかぎり，フ

ランスのデパルトマンの方が日本の府県より，

より一層均一化，合理化が強力に貫徹されたと

いわざるをえない14）。

　デュビー（Duby，　G．）は，フランスのコミ

ューンの区画図について，　「我々中世史家がこ

の地図をみると，何よりもまず教区（1a　parois－

se）　の区画が再現されているのを認める」と

のべている。この言葉に端的に示されているの

であるが，同じ行政区画でも最下端のコミュー

ンについては，近代の新らしい行政組織に組み

込まれる際，その区域にはほとんど変更が加え

られなかったのである。したがって，これとデ

パルトマンの成立経過を比較すれば，その改変

された側面についての指摘は充分可能である。

　次に各々のデパルトマンにおける県都の位置

についてみておく。先の第2図にそれぞれのデ

パルトマンの県都の位置が示してある。大縮尺

の地図であるから，これによってあまり詳細を

のべるのは危険であるが，県都がよくデパルト

マンの中央に位置している状態が読みとれると

思う。とくに北フランスの平野から西南フラン

スにかけての各デパルトマンでは，Pas－de－Ca－

1ais（Arras），　Ardennes（M6ziさres），　Haut－

Rhin（Colmar），Lot・et－Garonne（Agen）

など，その位置が偏在する例が認められるが，

全般的にみればむしろミ機械的にミとも表現で

きるほど，県都はそれぞれのデパルトマンの中

央に位置している。これに対してフランス東南

部のローヌ河谷からアルプス山地にかけての各

県では，地形的な制約があらわれて偏在する例

が目につく。ことに狭長なローヌ河谷に沿う各

デパルトマンではローヌ川に沿って県都が位置

しているのが知られ，Sa6ne　et　Loire（Macon

），Vancluse（Avignon）などその最たる例

といえよう。より以上の観察は，地形的制約，

あるいは人口分布の状態など，さらに詳細な資

料の助けにより，厳密な結果をまってえられる

であろう。しかし，平野部に限らず中央高地か

らブルターニユ，ノルマンディーの山地にかけ

ての山間部におけるデパルトマンにおいても，

県都がその中央に規則的に位置している状態は

この地図からも充分指摘できるところである。

　のちに県都が移動したものの中では，Vend6e

（Fontenay→La　Roche－sur－Yon），Haute－

Sa6ne（Gray→Vesou1），Jura　（Dole→Lou－

le－Saunier）のようにデパルトマンの中央の都
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市に移動した例がある一方，Charente－Inf6－

rieur（Saintes→La　Rochelle），Loire（Mont一

　　　　　　ノbrison→St．　Etienne）のように周縁部の都市

に移動したものもある。

　なお，Haut・・Rhinの場合，北部の偏する

Colmarが県都で，　より人口規模の大きい

Mulhouseが県都とならなかったのは，アンシ

ャンレジーム期，Colmarにしばしば行政的な

中心機関が置かれたことに由来する。同様のこ

とは，先に県都の移動の例にあげたジユラ県に

おいて，初め県都が北に偏するDoleに置かれ

た事実にもあてはまる。

　のちに移動した県都の中で，Lille，　Marseil－

Ie，　St．　Etienneなどは，その後の急速な人口

増加が要因として働いているであろう。しか

し，現在も県都でないもののうちにも県都より

人口規模の大きい例がいくつかみられる。たと

えばフランス西北端のPas－de－Calais－Calais，

ノルマンディー半島先端のFinistさre－Brest

先にのべたアルサス地方のHaut－Rhin－

Mulhouse，地中海に沿うVar－Toulonなど

がその例としてあげられる。海岸に位置する都

市に該当例が多いことに気付くであろう。海岸

部に位置するということで，おそらくはミ県都

はデパルトマンの中央部にミという要請にこた

えられない例なのではなかろうか。

　要するに，デパルトマンの区画とその中心地

たる県都の位置を考えた場合，両者の密接な関

係のうちに，行政の能率という点からみるとき

わめて合理的な区分ができあがっているといえ

るのである。

　しかしながら，このデパルトマンのもつミ合

理性ミについては，なお慎重な考慮が必要であ

る。即ち，単にミ行政事務の遂行がもっとも能

率的に行なわれるように，机上で作成したプラ

ンとしての合理性だけを考えてよいのであろう

かということである。たとえば，ディッキンソ

ン（Dickinson，　R．　E．）はブラーシュの言葉を

借りて，「中心地となるべき都市の配列の状態

が行政区画の配置をも決定している。」とのべ

ている16’。この場合，都市の配列が新らしい行

政区画を作る時点ですでに所与のものであり，

かつ，我々が一般論として認めているある規則

性をもっているものとすると，デパルトマンの

合理性といっても，単に行政的機能を果すため

に，にわかに作りあげられたプランとしての合

理性とは少し異った意味をもってくる。前提と

しての歴史的存在である都市の配列，その秩序

との相互規制の結果として考えなければならな

いからである。このような見解にたつと，区域

の問題についてもデパルトマン，プロヴァンス

両者の相互関係をみることはいわば必然のこと

であろう。プロヴァンスとその中心都市の密接

な関係については前稿で若干ふれた。

4．デパルトマン，プロヴァンスの

　　区域の相互関係

　そこで再びプロヴァンスの区域の問題にもど

ることにしよう。〔2．〕の項でのべたように

1790年の国王公書には31のプロヴァンスのグル

ープが示されていた。煩雑さをさけるために要

約して示すと次のようになる17）。

①1プロヴァンスが単独で1つのグループとさ

　れているもの（11例）Provence，　Dauphin6，

　Franche－Comt6，　Alsace，　Berry，　Niver－

　nais，　Bourbonnais，　Angoumois（Quercy，

　Rouergue，　Rousillon

②1プロヴァンスと数個の小区画が組み合せら

　れているもの（13例）Lorraine，Champagne，

　Flandre，　Isle　de　France，　Normandie，

　Orl6anais，　Bourgogne，　Lyonnais，　Arma吟

　gnac，　B6arn，　Comt6　de　Foix，　Langue－

　doc，　Auvergne

⑧他のプロヴァンスと共に1っのグループにま

　とめられたプロヴァンス（8例）Bretagne，

　Maine，　Anjou，　Touraine，　Poitou，

　Limousin，　Aunis，　Saintonge

　当然のことながら，面積の小さいプロヴァン

スは2～3個が組みあわされて1グループとな

っているから，大小さまざまな規模をもつプロ
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ヴァンスが，この段階で一旦平均化されたわけ

である。ブリユンヌの表の中で2つ以上のグル

ープにわたって名前がでているプロヴァンスは

フランス中央部の中央高地に位置するMarche

1例である。また，ドゥマンジョン　（Deman－

geon，　A．）　の高名な著作で知られるPicardie

は，いずれのグループにも名前があらわれず，

Cambr6sis，　Boulonnais，　Beauvaisis，　Amie－

noisなどの下位単位に分けられてFlandre

のグループとIsle－de－Franceのグループに属

している。表をみるかぎりではプロヴァンスの

区域が分割されて，数グループに分れて属した

と判明するのはこの2例である。また，ガロン

ヌ川の上・中流域をしめるQuercy，　Rouergue

の2プロヴァンスは，それぞれ単独で1つのグ

ループを形成していたが，これらは共に革命直

前の時期には独立した行政単位とはなっていな

かったものである。革命後かえってその存在が

明確化されたともいえる。ブリユンヌが，　「新

らしい行政区画を作る仕事は古いプロヴァンス

をよみがえらせさえした」とのべている18）のは

おそらくこれらの事例をさしているのであろ

う。

　このそれぞれのグループごとの境界はデパル

トマンの境界決定のときにも，実際にかなりよ

く守られている。先の例の中で，Picardieのう

ちFlandreのグループに属した部分はd6P．

de　Sommeの，　Isle－de－Franceのグループに

属した部分はd6P．　de　l’Aisneの一部となっ

た。また，ロアール川支流Sarthe川に沿い，

東隣…のBeauceと共に典型的なペイとして著名

なPercheは19本来属すべきであるMaineの

グループからはなれてBretagneと1グループ

を形成していた。そして，デパルトマンの成立

時には，　ブルターニユの一部と共にd6P．　de

1’Orneを構成した。

　デパルトマンとプロヴァンスの区域をもう少

し比較するための材料としてブリユンヌの対照

表，及びミロの対照表，地図などを用いながら

検討を進める。

第19号！、昭和45年

　まずミロの示した資料2°’によると，

①1プロヴァンスが1デパルトマンに相当する

　もの（12例）Flandre，　Artois，　Picardie，

　Touraine，　Nivernais，　　Bourbonnais，

　Angoumois，　Marche，　Lyonnais，　Comt6

　de　Foix，　Roussillon，　B6arn

②1プロヴァンスが2デパルトマンに分割され

　たもの（5例）Alsace，　Maine，　Berry，

　Limousin，　Auvergne

③1プロヴァンスが3デパルトマンに分割され

　たもの（8例）Champagne，　Lorraine，　Orl6a－

　nais，　Bourgogne，　Franche－Comt6，

　Poitou，　Dauphin6，　Provence

④1プロヴァンスが5以上のデパルトマンに分

　割されたもの（5例）Normandie，　Isle－de－

　France，　Bretagne，　Guienne，　Languedoc

⑤2プロヴァンスが1デパルトマンになったも

　の（2例）Aunis，　Saintonge

　以上はごくおおまかな対照で，具体的な区域

の異同は明らかでない。ただ，概略であっても

1プロヴァンスの区域がほぼ1デパルトマンの

区域に相当するものが12例示されているのは注

目すべきであろう。プロヴァンスの持つ統一性

がそのままデパルトマンに移行されたと考えら

れるからである。ただ，①の例の中にはPicardie

も含まれているが，先にのべたように，実際に

はその東部は切りはなされて別のデパルトマン

（d6p．　de　I’Aisne）に属している。

　又，ブリユンヌの資料によると，2つ以上のプ

ロヴァンスにまたがる区域をもったデパルトマ

ンは，このエスヌ県を含めて3例示されている

（d6p．　de　rAisne，　Seine－et－Marne，　Haut－

Vienne）。ミロの対照図ではこのほかにもプ

ロヴァンスの境界とデパルトマンの境界が一致

しない例が認められるので，その中のいくつか

の例についてその事情を考えてみる。

　エスヌ県の場合は，Picardieは東西に長くの

びる境域をもっていたが東部のセーヌ川支流の

オアーズ川流域が，西部のソンム川流域から切

りはなされ，Isle－de－Franceに属したエスヌ
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誕1・・岨

　　　　　一＾・・一・国境

　　　　　　一・一デパルトマン
　　　　　　　　　　の境界

図3　艶P．de　PAlsne

〆5（）°典

．．｛．〈デパルトマン

　　　　の境界

園4deP．　de　la　Haut各Vienneと

　　dep．　de　la　Corr己eの境界付近

川流域と組み合せられたのであり（図3参照），

岡様にHaute－Vlenne県の場合は，フランス

のほぼ中央部を占める万mouslnのうち，ロ

ァール川に合するヴィエンヌ川流域が，アキー

テヌ平野に向うコレーズ川流域と分割され，北

のヴィエンヌ川流域部分がマルシュの一部と合

して1県を作ったのである。ここの場合，中央

にリムーザン山地という明瞭な境界線のあるこ

とが特色である（図4参照）。このほか，ロアー

ル川の最上流部に位置するHaute－LOIre県の

場合，ブリユンヌの表ではAuvergneに属す

ることになっているが，これもミロの対照表に

よると，LanguedOCにかなりの部分が入りこ

んでいる。これも図上の検討では，LanguedOC

に含まれるロアール川の最ヒ流部をLanguedoc

から切りはなして，1流域で1県を形作った可

能性が強い．まさに，　ミH飢te－Lolreミという

名にふさわしい区域をもったのである（図5参

照）。このように個々の例の検討を行なうと，

プロヴァンスが必ずしも日然境界に一致して展

開していない場合，これを自然的な単位に作り

かえようとした努力が充分に認められる。成立

したテパルトマンは自然地物を名称に採用した

経過は先にのべたが，この中で河川名をとる例
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　　　　　　　　　　　　　　の境界

図5　ロアール川最上流部のデパルトマンの境界

が圧倒的に多いのは，こうした臼然的な単位

（河川の流域）をできるかぎり利用しようと努

力したことと無関係ではなさそうである。もっ

とも先にのべたOrne県の場合，ここはノルマ

ンディーの最南部に位置する県であるが，この

県の東南部はオルヌ川の流域をこえてLoire川

の支流，ユイスヌ川の流域部分を含んでいる。

このユイスヌ川流域はPays　Percheと呼ばれ歴

史的にはMalneに属すべき部分である。この

ように，自然境界とはむしろ一致しない事例も

認められる。プロヴァンスの境界に変更が加え

られる場合，このようにペイがその分割の単位

として利用された例が確認される。

　以上によって，プロヴァンスとデパルトマン

が区域の点でいかに関係しあっているかがたど

れたと思う。プロヴァンスの境界がデパルトマ

ンに踏襲されない場合，先にあげたいくつかの

事例ではいずれも自然的（地形的）境界に極力

合致させようとしている。これもむしろミ機械

的にミともいえるほど徹底していた。デパルト

マンの名称に自然地物を用いた理由は先述した

が，このような区両画定のときの方針が関係し

ているのではないであろうか。

　結局，第一の段階として，まずプロヴァンス

が31のグループにまとめられた。次いでその］

つ1つが行政区域として要請される機能をもっ

ともよく果しうる規模に分割されてデパルトマ

ンの区域が成立したのである。その適当な規模

というのは，その行政区域が，国家の行政のど

の部分を担当するかによっておおよそ決まるも

のである2D。，コミューンにくらべるとプロヴ

ァンスが改変させられた度合の大きいことは確

実であるが，プロヴァンスの内部が数区画に分

割されたことがすなわちプロヴァンスの瓦解と

はならないことはもちろんである。

5．結 び

　二れまでの考察によって，デパルトマンの成

立過程におけるプロヴァンスのかかわり方がほ

ぼ明らかになったと思う。先にデュビーの言を

引いたように，現在のデパルトマンとプロヴァ

ンスとの間に直接的な相似点は認められない

が，デパルトマンの区域に対してプロヴァンス

が深くかかわりをもつ部分も同様に多いのであ

って，それは単に形式的な関与とはとてもいい

切れるものでない。このことは，あのフランス

革命の一側面として中央集権な絶対王政に対す

る反発，すなわち地方分権への志向が認められ

るとすれば，容易に理解できることでもある。

プロヴァンスは絶対王政時代の行政区域として

利用されたばかりではなく，それ以前，王権の

弱い封建時代の諸侯の版図そのものなのであっ

て，地方分権の思潮が拠るところはプロヴァン

ス以外になかったと思われる。革命議会におい

て，プロヴァンスは否定される側面と共に積極

的に肯定される側面をもっていたことを我々は

忘れがちなのではなかろうか。事実，デパルト

マンが国家の行政区画として完全に中央集権的

な機構の中に組みこまれたのは先述の1800年の

ナポレオンの改革以降のことであり，それまで

は独立性をもった自治組織としての性格が強か
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ったのである。筆者は実感として把握はできな

いが，フランスにおける地方分権への志向性と

いうことについては多くの著作が語るところで

ある。20世紀に入るころになると行政われ，国

区画としてのデパルトマンに種々の欠点があら

土の分割計画，種々の地域計画が出現するよう

になるが，この場合にもプロヴァンスは欠くべ

からざる基礎条件となったようである。

注

①拙稿3プロヴァンス（province）とペイ（pays）

　　　　　一フランス地理学における“地域”の素

　　　　　材としての一「金沢大学教育学部紀要」

　　　　　第18号）人文・教育・社会科学編）1969

　以下の文中で「前稿」とあるのはすべてこの小論を
　さす。

②　Bmnhes，　J．：G60graphie　humaine　de　la

　　　　France，1925．　P．399

③　日本では明治4年の廃藩置県後，明治8～9年に
　再び府県の統合が行なわれ，過半の府県がこの時そ

　の区域を決定している。明治20年香川県が愛媛県か

　ら分離独立して全国の府県域が確定した。

④Brunhes，　J．3注②前掲書，　P．407

⑥　末尾至行3政治地理（近世）「歴史地理学講座」

　1，1959．朝倉書店，P．279

⑥Brunhes，　J．3注②前掲書，　P．399～410

　Mirot，　A．3Manuel　de　g60graphie　historique

　　　　de　la　France．　tome　2，　Les　divisions

　　　　religieuses　et　administratives　de　la

　　　　France，1950，　p．396～440

⑦ancien　r6gime期の行政区画は裁判所管区（
　bailliage），軍区（gouvernement），徴税区（
　g6n6ralit6）などそれぞれの機能に応じて別個の画

　画があった。プロヴァンスはこれらと一応別個の歴

　史的な区分であるが，しばしば総称として“旧体制

　下の地方区画”という程度の意味でも用いられる。

　gouvernementの区画はほぼプロヴァンスに一致
　する。

⑧デパルトマンの数の決定についても，議論の過程

　ではいろいろな意見がだされた。ミロは当時の政治

　家E．J．　Siさyesの国土を324に分割する案を紹介

　している。　（注⑥前掲書，P．397）

⑨　初期は“県庁所在地（prefecture）”の語を用い

　ず，“1ieu　de　r6union　de　l’assembl6　d6partmen－

　taire”の語が使われている。

⑩後の郡（arrondissement）にあたる。

⑪Mirot，　A．3注⑥前掲書，　P．398

⑫　フランスの地方制度全般については以下のものを

　参照した。

　小倉庫次‡「各国の地方行政」1964，有斐閣

　弓家七郎：「欧米の地方制度」1958，三和書房
　Alderfer，　H．　F．3Local　Government　in　Deve－

　　　　10ping　Countries，1964，　p．3～7

　Humes，　S．＆Martin，　E．3The　Structure　of

　　　　Local　Government，1969，　p531～541

⑬　“県都から馬車で1日で到達できる距離”という

　基準がよく紹介されている。

⑭　ただし，日本の場合は，府県の財政負担力を勘案

　して区分が行なわれた。当時の府県ごとの石高を調

　べると，明治8～9年の統合前は40万石，統合後は
　80万石に均一化された数字がえられる。行政区画の

　区分を行なう場合，何を基準とするかは各国の地方

　制度の特質と関係があるものと思われる。
⑮Meynier，　A．　et　les　autres　2　La　carte，　instru－

　　　　ment　de　recherche：1es　Commune　de
　　　　France，　Annales，1958

⑯Dickinson，　R．　E．3City　and　Region　A　Ge《》－

　　　　graphical　Interpretation，1964，　p．456

⑰　ブリュンヌの示した資料による。（注⑥前掲書，

　P・400）

⇔　Brunhes，　J．3注⑥前掲書，　P．399

⑲　ペルシュの歴史地理的研究として，

　Musset，　R．：Le　Perche，　nom　de　pays，　Ann．　de

　　　　g60gr．　tom．28，1919

⑳Mirot，　A．注⑧前掲書，　P．400～414

⑳注⑭参照
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La　division　de　la

　　　　XVIIIe　si6cle

France　en　d6partements　au　terme　de

一一 Comment　a－t－elle　des

　　　　avec”♪γ0痂C〆’？一一一

relations

Masahiro　YAMADA

　　　En　g6n6rale　on　met　une　grande　insistence　a　Ia　nouveaut6，　la　rationalit6　et　le

interruption　du　pass6，　quand　il　s’agit　du　proc6d6　de　la　division　de　la　France　en

d6partements．

　　　Par　rapPort　a　cette　prob1さme，　J．　Brunhes　a　propos61e　sens　moins　novateurs　au

reste　du　sens　plus　r6volutionnaires．　De　meme　que　cette　division　n／avait　pas　6t6

r6aliser　sans　sa　d6pendence　historique．

　　　Dans　cette　esquisse　l’auteur　a　confirm6　que　la　province，　comme　une　etre　histori－

que，　a　le　r61e　important　au　proc6d6　du　6tablissemeut　du　d6partement．　Cette　confir－

mation　a　donn61a　province　une　perspectif　comment　elle　a　6t6　absorb6　dans　le　d6parte－

ment　et　quelque　signification　elle　a　6t6　eu　dans　la　soci6t6　moderne．

　　　Cette　esquisse　s／est　publi6e　pour　compenser　celle　qui　s’6tait　publi6e　1’ann6e

derniξ…re．


